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光地区消防組合規則第６号 

   光地区消防組合職員の交替制勤務者の勤務時間、休日及び休暇に関する

規則の一部を改正する規則 

 光地区消防組合職員の交替制勤務者の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

（昭和６２年光地区消防組合規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「。以下「条例」という。」を削る。 

 第５条中「４５分間及び午前５時３０分から４５分間」を「３０分間」に改

める。 

 第６条中「５時３０分」を「午前６時」に、「６時間」を「７時間」に改める。 

 第９条を次のように改める。 

 （職員の休暇） 

第９条 職員の休暇については、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平

成１６年光市条例第３１号）の規定（組合休暇の規定を除く。）の例による。 

２ 前項に規定する休暇のうち、年次有給休暇の単位については、次のとおり

取り扱うものとする。 

（１）休暇の単位は、１当務、１日、半日又は１時間とする。 

（２）１当務単位の休暇は、２日とする。 

（３）１日単位の休暇は、午前８時３０分から午後５時１５分まで、又は午後

５時１５分から翌日の午前８時３０分までとする。 

（４）半日単位の休暇は、午前８時３０分から正午、正午から午後５時１５分、



午後５時１５分から午後１０時、午後１０時から翌日の午前８時３０分とし、

当該半日単位の休暇２回をもって１日の休暇とする。 

（５）１時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、７時間４５

分をもって１日とする。 

   附 則 

 この規則は、令和７年１２月２３日から施行する。 

 


